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１  中期財 政計 画 策定の概 要  

 

（ １ ） 計 画 策 定 の 目 的  

 本町の財政は、地方交付税などの依存財源の割合が歳入全体の３分の２以上を占め

ていることから、国の経済財政政策の影響を受けやすい財政構造となっています。  

人口減少等の影響から地方交付税が減少傾向にある中、今後の社会環境の変化にも

対応しながら、総合計画の目指していくべき町の将来像を見据え、実践していくとい

う政策的な取組とも関連づけ、限られた財源を有効活用し、継続的かつ安定的な行政

サービスを提供するために中期財政計画を策定します。  

 

（ ２ ） 計 画 の 期 間  

 計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。  

 

（ ３ ） 会 計 の 単 位  

 会計単位は、一般会計を対象とします。  

 

 

２  津別町 の財 政状況  

 

（ １ ） 歳 入 状 況  

津 別 町 に 入 っ て く る お 金（ 歳 入 ）に は 様 々 な 種 類 が あ り ま す が 、大 き

く 分 け て 自 主 財 源 と 依 存 財 源 に 分 け る こ と が で き ま す 。自 主 財 源 と は 町

が 自 主 的 に 収 入 す る も の で 、依 存 財 源 と は 国 又 は 道 の 意 思 決 定 に 基 づ き

収 入 さ れ る も の で す 。  

自 主 財 源 の 町 税 は 、平 成 ２ ２ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 で は 、５ 億 ５ 千 万

円 か ら ６ 億 １ 千 万 円 程 度 で の 増 減 を 繰 り 返 し 、令 和 元 年 度 は ５ 億 ７ 千 万

円 程 度 と 見 込 ま れ る 。増 減 要 因 と し て は 、法 人 税 割 の 伸 び と 地 方 に お け

る 景 気 の 停 滞 が あ り 、今 後 に お い て は 、人 口 減 と 少 子 高 齢 化 に 伴 い 減 収

傾 向 に あ る も の と 推 測 さ れ ま す 。  

依 存 財 源 の 地 方 交 付 税 は 、歳 入 に 占 め る 割 合 が 大 き く 、当 町 の 歳 入 の

根 幹 を な し て お り 、平 成 ２ ２ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 で は ２ ６ 億 円 か ら ３

０ 億 円 程 度 で 推 移 し て き ま し た 。リ ー マ ン シ ョ ッ ク 後 は 、地 方 の 経 済 ・

雇 用 情 勢 の 悪 化 等 を 踏 ま え た 緊 急 時 の 景 気 対 策 と し て 、地 方 交 付 税 に 特

別 枠 が 上 乗 せ 措 置 さ れ 、一 時 は 交 付 額 が 増 額 と な っ た と こ ろ で あ り ま す

が 、平 成 ２ ７ 年 以 降 は 特 別 枠 の 地 域 経 済・雇 用 対 策 費 が 縮 減 さ れ て い く

と と も に 交 付 額 も 減 少 し て き ま し た 。更 に 、過 疎 に よ る 人 口 減 少 は 今 後

に お い て も 影 響 が あ り 、地 方 交 付 税 を 取 り 巻 く 環 境 は 引 き 続 き 厳 し い も

の と 思 わ れ ま す 。  

こ の よ う に 、当 町 の 歳 入 は 、自 主 財 源 が 乏 し く 、国 等 の 依 存 財 源 で 賄

わ れ て い る こ と か ら 、国 の 動 向 に よ っ て は 、厳 し い 財 政 運 営 を 余 儀 な く

さ れ る こ と が 推 察 さ れ ま す 。  
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○ 歳 入 の 推 移                    （ 単 位：百 万 円 ） 

 

 

 

○主要財源（町税、交付税、町債）と人口の推移      （単位：百万円、人） 

 

 

※  １  津 別 町 の 財 政 状 況 (１ )～ (６ )文 中 表 の 元 年 度 数 値 は 決 算 見 込  
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（ ２ ） 歳 出 の 状 況  

津 別 町 か ら 出 て い く お 金（ 歳 出 ）に も 様 々 な 種 類 が あ り ま す が 、歳 出

を 性 質 別 に 捉 え る と 、経 常 的 経 費 と 投 資 的 経 費 に 大 き く 分 け る こ と が で

き 、経 常 的 経 費 の 中 で も 人 件 費・扶 助 費・公 債 費 は 義 務 的 経 費 と 呼 ば れ

て い ま す 。  

 義 務 的 経 費 は 、法 令 の 規 定 や そ の 性 質 上 、必 ず 支 出 し な け れ ば な ら な

い 経 費 で 、容 易 に 削 減 で き な い 経 費 で あ り 、こ の 義 務 的 経 費 の 割 合 が 高

く な る と 、他 の 経 費 に 充 て る 財 源（ 歳 入 ）の 余 裕 が 無 く な っ て し ま う こ

と に な り ま す 。  

 こ の 中 で 、人 件 費 に つ い て は 、職 員 の 採 用 抑 制 に よ り 減 少 傾 向 で す が 、

物 件 費 と 補 助 費 が 増 加 傾 向 と な っ て い ま す 。  

普 通 建 設 事 業 に つ い て は 、補 助 事 業 費 と 単 独 事 業 費 に 区 分 さ れ る と こ

ろ で す が 、特 に 単 独 事 業 費 に つ い て は 、財 政 状 況 を 判 断 し て 後 年 度 に 先

送 り 又 は 抑 制 す る こ と に よ り 、 財 政 を 維 持 す る こ と と な り ま す 。  

２ ８ 年 度 か ら は １ ０ 億 円 を 超 え る 事 業 費 で 推 移 し て い ま す が 、今 後 に

お い て も 、 ま ち な か 再 生 事 業 に よ り 事 業 費 の 増 加 が 想 定 さ れ ま す 。  

 

○歳出（性質別）の推移                  （単位：百万円）  
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○性質別の推移（義務的経費、投資的経費、その他）      （単位：百万円） 

 

 

○目的別歳出の推移                      （単位：百万円）  
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（ ３ ） 収 支 の 状 況  

津 別 町 の 財 政 運 営 は 、今 ま で 蓄 え て き た 各 種 基 金 や 町 債 な ど の 活 用 を

図 り 、 財 源 の 確 保 を 行 っ て き ま し た 。  

こ れ を 、 実 質 収 支 と 単 年 度 収 支 と い う ２ つ の 指 標 で 説 明 し ま す 。  

○実質収支と単年度収支の推移のグラフ             （単位：百万円） 

 

 

  実 質 収 支 は 、 入 っ て き た お 金 （ 歳 入 決 算 額 ） か ら 使 っ た お 金 （ 歳 出 決  

算 額 ）と 翌 年 度 に 繰 り 越 し た お 金（ 翌 年 度 繰 越 額 ）を 単 純 に 差 し 引 い た  

も の で す 。 これには、基金を使って得たお金も、基金に積立てたお金も含まれて  

おり、ほとんどの地方自治体で黒字（プラス）になっています。  

単 年 度 収 支 は 、当 該 年 度 の 実 質 収 支 か ら 前 年 度 の 実 質 収 支 を 差 し 引 い

た も の で す 。 こ れ は 、 過 去 か ら の 余 剰 金 の 増 減 を 表 し ま す 。  

 

○津別町の単年度収支（上記表より単年度収支のみグラフ化）  （単位：百万円） 
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（ ４ ） 基 金 残 高 の 状 況  

基 金 と は 、 家 計 で い う 預 貯 金 に あ た る も の で す 。  

津 別 町 で は 、平 成 １ ６ 年 度 の 国 の 三 位 一 体 改 革 後 、地 方 財 政 は 厳 し く

な る こ と を 推 測 し 、極 力 基 金 を 取 り 崩 さ な い で 財 政 運 営 を 行 っ て き ま し

た 。  

し か し 、一 度 に 多 額 の 経 費 が か か る 事 業 に つ い て は 、基 金 の 取 崩 し に

よ っ て 財 源 の 確 保 を 行 わ な け れ ば な ら な い こ と も 考 え ら れ ま す 。  

預 貯 金 が 底 を つ き 、財 政 の 赤 字 を 埋 め る こ と が で き な く な る よ う な 財

政 運 営 は 決 し て 行 っ て は い け な い と 考 え て い ま す 。  

 

○基金の推移（財政調整基金、減債基金、特定目的基金）     （単位：百万円） 

 

  

財 政 調 整 基 金 は 、 年 度 間 の 財 源 調 整 と い う 役 割 を 担 っ て い る も の で 、

一 時 的 に 財 源 が 不 足 し た 場 合 の 穴 埋 め と し て 使 わ れ て お り 、津 別 町 で は 、

毎 年 度 の 決 算 差 額（ 歳 入 － 歳 出 ）の ２ 分 の １ 以 上 を こ の 基 金 に 積 立 て て

い ま す 。  

減 債 基 金 は 、 借 金 の 返 済 （ 公 債 費 ） の 財 源 と し て 使 わ れ ま す 。  

特 定 目 的 基 金 は 、公 共 施 設 の 整 備 、地 域 振 興 の た め や バ ス の 運 行 な ど

個 々 の 目 的 を 達 成 す る 事 業 の 財 源 と し て の み 使 用 可 能 な 基 金 で す 。  
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津別町には現在、次の基金があります。  

（単位：千円）  

区分  平成 30 年度末基金残高  令和元年度末基金残高見込  

１  財政調整基金  ７２７，４０１  ４８９，３８６  

２  減債基金  ３２０，０６８  ３３６，５２３  

３  特定目的基金  ４，１９９，９２０  ４，１３７，９４７  

  公共施設等整備基金  １，９２８，１７４  １，９１７，６８１  

地域振興基金  １，５２８，６９１  １，４９５，１３８  

ふるさとつべつ応援基金  １１９，６２４  ８７，８３１  

公共交通確保対策基金  ３２４，９７３  ３０９，４５７  

社会保障事業基金  ４４，６０９  ４１，８３６  

福祉基金  １８，１７０  １４，２０５  

丸玉木材森づくり基金  ２５，４９９  １４，５５９  

津別２１世紀の森基金  ５７，２１９  ５７，２２０  

国営農地再編整備事業  

負担金支払基金  
１５０，０１９  ２００，０２０  

学校教育施設整備基金  ２，９４２  ０  

４  土地開発基金  ４８，９２９  ４８，９３０  

 

（ ５ ） 町 債 残 高 の 状 況  

地 方 自 治 体 で は 、原 則 赤 字 の 穴 埋 め 目 的 で の 借 金 は で き ま せ ん が 、国

の 減 税 政 策 等 に よ る 臨 時 財 政 対 策 債 な ど の 赤 字 借 金 が 特 例 措 置 と し て

認 め ら れ て い ま す 。  

津 別 町 で は 、公 共 施 設 の 建 設 な ど 、一 度 に 多 額 の 経 費 が か か り 且 つ 将

来 そ の 施 設 を 使 う 世 代 に も 負 担 し て も ら う の が 妥 当 な 場 合 に 限 り 、町 債

を 発 行 し 国 な ど か ら の 借 金 で 歳 入 を 確 保 し て き ま し た 。  

 

○町債残高の状況（町債残高、新規発行、元利償還額）      （単位：億円）  
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町 債 残 高（ ま だ 返 済 し て い な い 額 ）は 、一 般 会 計 で 平 成 １ ３ 年 に ９ ４

億 ６ 千 万 円 と ピ ー ク を 迎 え 、そ の 後 は 、プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス の 黒 字 化

や 大 型 建 設 事 業 の 縮 小 な ど に よ り 、町 債 残 高 は 平 成 ２ ４ 年 度 ま で は 減 少

傾 向 に あ り ま し た が 、平 成 ２ ５ 年 度 以 降 は 建 設 事 業 等 に よ り 増 加 傾 向 に

あ り ま す 。  

平 成 ３ ０ 年 度 決 算 に お け る 住 民 一 人 当 た り で は 約 １ ２ ８ 万 ５ 千 円 、１

世 帯 当 た り で は 約 ２ ５ ７ 万 ８ 千 円 と な っ て い ま す 。（ 平 成 ３ １ 年 ３ 月 末

人 口 及 び 世 帯 数 ）  

平 成 ３ ０ 年 度 か ら 令 和 元 年 度 に か け て の 町 債 新 規 発 行 額 の 増 加 は 、主

に 木 材 工 芸 館 改 修 事 業 、消 防 庁 舎 建 設 事 業 、一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 整 備

事 業 、 複 合 庁 舎 等 建 設 事 業 に 係 る も の で す 。  

参 考 に 一 般 会 計 、特 別 会 計 、公 営 企 業 会 計 の 平 成 ３ ０ 年 度 決 算 に よ る

町 債 残 高 は 、約 ７ ６ 億 ７ 千 万 円 で 住 民 一 人 当 た り 約 １ ６ ４ 万 円 、一 世 帯

当 た り 約 ３ ３ ０ 万 円 と な っ て い ま す 。  

公 債 費（ 毎 年 返 済 し て い く 額 ）は 、平 成 １ ７ 年 度 に １ １ 億 ５ 千 万 円 と

ピ ー ク を 迎 え ま し た が 、町 債 の 中 で 多 く を 占 め る 臨 時 財 政 対 策 債 の 返 済

に は ２ ０ 年 、過 疎 債 の 返 済 に は １ ２ 年 の 期 間 を 要 す る こ と 、さ ら に は 町

債 の 返 済 額 は 、元 利 均 等 償 還 方 式 で 毎 年 同 じ 額 を 返 済 し て い か な け れ ば

な ら ず 、 急 激 な 減 少 は 見 込 め ま せ ん 。  

元 金 償 還 金 は 、町 債 の 新 規 発 行 に よ り 平 成 ２ ９ 年 以 降 増 加 傾 向 と な り

ま し た が 、 利 子 償 還 金 は 、 低 金 利 に よ り 減 少 傾 向 と な っ て い ま す 。  

こ の た め 、プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス を 考 慮 し 、将 来 へ の 負 担 を 抑 制 す る

た め に 、普 通 交 付 税 の 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 す る 有 利 な 町 債（ 過 疎 債 な

ど ） の 発 行 に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

※ 参考 プライマリーバランスとは、その年度に新規発行する町債の額を償還元金

の額以下に抑えることです。  

 

（ ６ ） 経 常 収 支 比 率 及 び 財 政 健 全 化 判 断 比 率 等 の 状 況  

① 経 常 収 支 比 率  

 義 務 的 経 費 な ど の 支 払 い に 充 て る 財 源（ 歳 入 ）の 割 合 を 示 し た 指 数 を

経 常 収 支 比 率 と い い ま す 。  

家 計 に 例 え る と 、 給 料 の よ う な 毎 月 決 ま っ て 得 ら れ る 収 入 に 対 す る 、

住 居 費 や 光 熱 水 費 な ど の よ う な 毎 月 確 実 に 支 出 さ れ る 経 費 の 割 合 を 表

し た も の に な り ま す 。こ の 値 が 大 き く な る ほ ど 、新 た な 住 民 ニ ー ズ に 対

応 す る た め の 行 政 サ ー ビ ス に 充 て る 財 源 に 乏 し く 、財 政 構 造 の 弾 力 性 が

失 わ れ つ つ あ る こ と を 意 味 し て い ま す 。従 来 、適 正 な 値 は 町 村 で ７ ０ ～

７ ５ ％ 、市 で ７ ５ ％ ～ ８ ０ ％ と い わ れ て き ま し た が 、現 状 で は ほ と ん ど

の 地 方 自 治 体 が 適 正 な 範 囲 を 超 え て し ま っ て い ま す 。  
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○経常収支比率の推移                      （単位：％）  

 

 

②公債費比率・起債制限比率・実質公債費比率  

 公 債 費（ 元 金 及 び 利 子 償 還 ）の 支 払 い に 充 て る 財 源（ 歳 入 の う ち 一 般

財 源 ）の 割 合 を 示 し た 指 標 を 公 債 費 比 率 と い い ま す 。こ の 指 標 も 、経 常

収 支 比 率 と 同 様 に 財 政 の 硬 直 化 を 図 る 目 安 と な り ま す 。  

ま た 、 地 方 債 の 発 行 の 制 限 指 標 と さ れ て き た 起 債 制 限 比 率 に 変 わ り 、

地 方 自 治 体 の 債 務（ 借 金 ）を よ り 厳 密 に 表 す 指 標 と し て 、平 成 １ ７ 年 度

か ら 実 質 公 債 費 比 率 が 導 入 さ れ る こ と と な り ま し た 。  

公 債 費 比 率 は １ ５ ％ を 超 え る と 黄 信 号 、２ ０ ％ を 超 え る と 赤 信 号 と い

わ れ て い ま す 。津 別 町 に お い て は 平 成 １ ６ 年 度 か ら １ ８ 年 度 ま で １ ５ ％

を 超 え て い ま し た が 、そ の 後 起 債 を 抑 え て き た こ と に よ り 年 々 減 少 し て

い ま す 。実 質 公 債 費 比 率 は １ ８ ％ 以 上 が 許 可 制 、２ ５ ％ を 超 え る と 原 則 、

地 方 債 の 許 可 が 制 限 さ れ ま す 。  

○公債費比率・起債制限比率の推移                 （単位：％） 
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③ 財 政 健 全 化 判 断 比 率 ・ 資 金 不 足 比 率  

 平 成 １ ９ 年 ６ 月 に「 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律（ 以 下

「 法 律 」 と い う 。） が 公 布 さ れ 、 平 成 １ ９ 年 度 決 算 以 降 か ら 全 て の 地 方

自 治 体 が 、健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 を 監 査 委 員 の 審 査 に 付 し た

上 で 議 会 に 報 告 し 、 公 表 す る こ と が 義 務 付 け さ れ ま し た 。  

さ ら に 平 成 ２ １ 年 度 に 法 律 が 全 面 施 行 さ れ 、平 成 ２ ０ 年 度 決 算 か ら 早

期 健 全 化 基 準 等 以 上 と な っ た 場 合 に 財 政 健 全 化 計 画 等 の 策 定 が 義 務 付

け ら れ る こ と と な り ま し た 。  

【 健 全 化 判 断 比 率 】  

（ ア ） 実 質 赤 字 比 率  

  地 方 公 共 団 体 の 一 般 会 計 等 の 赤 字 の 程 度 を 指 標 化 し 、財 政 運 営 の 悪

化 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  

（ イ ） 連 結 実 質 赤 字 比 率  

  全 て の 会 計 の 赤 字 や 黒 字 を 合 算 し 、地 方 公 共 団 体 と し て の 赤 字 の 程

度 を 指 標 化 し 、地 方 公 共 団 体 全 体 と し て の 財 政 運 営 の 悪 化 の 度 合 い を

示 す 指 標 で す 。  

（ ウ ） 実 質 公 債 費 比 率  

  借 入 金（ 地 方 債 ）の 返 済 額 及 び こ れ に 準 じ る 額 の 大 き さ を 指 標 化 し 、

資 金 繰 り の 程 度 を 示 す 指 標 で す 。  

（ エ ） 将 来 負 担 比 率  

  地 方 公 共 団 体 の 一 般 会 計 等 の 借 入 金（ 地 方 債 ）や 将 来 支 払 っ て い く

可 能 性 の あ る 負 担 等 の 現 時 点 で の 残 高 を 指 標 化 し 、将 来 財 政 を 圧 迫 す

る 可 能 性 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  

○健全化判断比率の推移（当町に該当のない数値は０％で表示）   （単位：％） 

 

【 資 金 不 足 比 率 】  

地 方 公 共 団 体 の 公 営 企 業 会 計 ご と の 資 金 の 不 足 額 の 事 業 規 模 に 対 す

る 比 率 で す 。  

公 営 企 業 の 資 金 不 足 を 、 公 営 企 業 の 事 業 規 模 で あ る 料 金 収 入 の 規 模

と 比 較 し て 指 標 化 し 、 経 営 状 態 の 悪 化 の 度 合 い を 示 す 指 標 で す 。  

○資金不足比率の推移（各公営企業会計は資金不足の状況ではなく０％で表示）  
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３  中期財 政計 画の策定と 計画 の目標  

  

津 別 町 財 政 の 特 徴 を 下 に 、今 後 の 制 度 改 正 や 令 和 元 年 度 ま で の 行 財 政

改 革 に よ る 取 組 み な ど 、現 時 点 で 想 定 さ れ る 試 算 条 件 を 踏 ま え て 、今 後

の 財 政 運 営 上 の 課 題 に 対 応 し な が ら 、令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で の

一 般 会 計 に お け る 中 期 財 政 計 画 を 示 し ま す 。  

 

（ １ ） 今 後 の 財 政 運 営 上 の 課 題  

 ① 人 口 減 少 な ど の 影 響 に よ る 地 方 交 付 税 の 減 少  

 ② 公 共 施 設 の 老 朽 化 に よ る 更 新 ・ 修 繕 ・ 維 持 管 理 費 の 増 加  

 ③ 複 合 庁 舎 等 建 設 な ど 大 型 建 設 事 業 の 集 中 に よ る 、後 年 度 に お け る 公 債

費 の 増 加 と 基 金 残 高 の 減 少  

 

（ ２ ） 計 画 の 目 標  

 ① 持 続 可 能 な 健 全 財 政 の 維 持  

  住 民 福 祉 の 向 上 を 図 り 、持 続 可 能 な ま ち づ く り を 進 め て い く た め に は 、

健 全 な 財 政 運 営 が 求 め ら れ ま す 。  

本 町 の 歳 入 は 、依 存 財 源 に 頼 ら ざ る を 得 な い 状 況 に あ り ま す が 、地 方

交 付 税 は 減 少 傾 向 に あ り 、公 債 費 な ど の 増 加 に よ り 経 常 収 支 比 率 等 の 財

政 指 標 は 上 昇 傾 向 に あ り ま す 。  

そ の た め 、町 税 や 使 用 料 等 の 収 納 、ふ る さ と 納 税 寄 附 金 な ど 自 主 財 源

の 確 保 と 、 経 常 経 費 の 節 減 に 努 め 、 健 全 財 政 の 維 持 を 目 標 と し ま す 。  

 

 ② 財 政 収 支 均 衡 を 保 つ た め の 調 整 財 源 と し て 基 金 の 活 用  

  津 別 町 は こ れ ま で 、将 来 の 財 政 需 要 に 備 え 、基 金 を 積 み 立 て て き ま し

た 。ま た 、基 金 を 保 有 す る こ と は 、災 害 な ど 緊 急 の 行 政 課 題 へ の 迅 速 な

対 応 を 可 能 に し 、 且 つ 弾 力 性 を 実 質 的 に 担 保 す る も の で あ り ま す 。  

し か し 、本 町 の 今 後 に お け る 財 政 運 営 上 の 課 題 と し て 、地 方 交 付 税 の

減 少 、公 共 施 設 の 維 持 修 繕 費 の 増 加 、大 型 建 設 事 業 に よ る 公 債 費 の 増 加

が 見 込 ま れ て い ま す 。  

  今 後 に お い て 、財 政 の 収 支 均 衡 を 保 つ た め の 調 整 財 源 と し て 、基 金 を

有 効 に 活 用 し て い き ま す 。  

 

（ ３ ） 試 算 前 提 条 件  

試 算 方 法 に つ い て は 、令 和 元 年 度 の 決 算 見 込 額 を 基 本 と し 、今 後 の 情

勢 及 び 近 年 の 決 算 状 況 の 伸 び 率 等 を 勘 案 し 、 性 質 別 に 算 出 し て い ま す 。 

ま た 、現 段 階 に お い て 計 画 さ れ て い る ５ 百 万 円 以 上 の 事 業 に つ い て も

積 み 上 げ 推 計 し 、個 別 の 推 計 方 法 に つ い て は 、以 下 の 条 件 に よ り 推 計 し

て い ま す 。  
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【歳入】  

○ 町 税  

各 税 目 は 現 行 税 率 を 基 に 決 算 状 況 の 推 移 を 参 考 に 算 出 。  

個 人 住 民 税 に つ い て は 、納 税 義 務 者 数 の 減 や 景 気 動 向 に よ る 給 与 所

得 の 状 況 に よ り ま す が 、 各 年 度 ０ ． ５ ％ の 減 で 推 計 。  

法 人 町 民 税 に つ い て は 、 均 等 割 で 各 年 度 ２ ． ０ ％ の 減 と し て 推 計 。

法 人 税 割 に お い て は 、景 気 動 向 に よ り 各 年 増 減 が あ り 、決 算 値 の 平 均

で 推 計 。  

   固 定 資 産 税 に つ い て は 、 ３ 年 ご と の 評 価 替 え に よ る 減 収 を 加 味 し 、

各 年 度 ２ ． ５ ％ の 減 で 推 計 。  

軽 自 動 車 税 に つ い て は 、 増 減 が 少 な く 決 算 値 を 参 考 に 推 計 。  

た ば こ 税 に つ い て は 、喫 煙 率 低 下 と 人 口 減 少 に よ る 減 収 要 因 を 勘 案

し 推 計 。  

入 湯 税 に つ い て は 、 森 の 健 康 館 の 入 り 込 み 客 数 を 見 込 み 推 計 。  

 

○ 使 用 料 ・ 手 数 料  

 使 用 料 及 び 手 数 料 に つ い て は 、過 去 の 実 績 に 基 づ き ０ ．２ ％ の 減 と

し て 推 計 。    

 

○ そ の 他 収 入  

繰 入 金 に つ い て は 、公 共 施 設 等 整 備 基 金 、地 域 振 興 基 金 、公 共 交 通

確 保 対 策 事 業 基 金 の 取 崩 し を 見 込 み 推 計 。  

そ の 他 収 入 に つ い て は 、分 担 金 ・ 負 担 金 、財 産 収 入 、寄 附 金 、諸 収

入 を 、 令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 に 固 定 し 推 計 。  

 

○ 地 方 交 付 税  

普 通 交 付 税 に つ い て は 、令 和 元 年 度 の 決 算 見 込 額 を 基 本 と し 、国 の

動 向 や 人 口 減 な ど 本 町 の 特 殊 要 因 を 加 味 し 毎 年 度 ２ ％ の 減 と 、町 債 の

借 入 に よ る 交 付 税 措 置 を 見 込 み 推 計 。  

特 別 交 付 税 に つ い て は 、特 殊 財 政 需 要 で あ る が 、災 害 等 の 特 殊 要 因

は 見 込 ま ず 、 決 算 値 を 参 考 に 固 定 額 で 推 計 。  

 

○ 国 庫 支 出 金 及 び 道 支 出 金 、 町 債  

国 庫 支 出 金 及 び 道 支 出 金 に つ い て は 、令 和 元 年 度 決 算 見 込 を 基 本 と

し 、通 常 実 施 さ れ て い る 事 業 額 に つ い て は 固 定 し 、令 和 ２ 年 度 以 降 に

つ い て は 、 予 定 さ れ る 事 業 に つ い て 特 定 財 源 を 勘 案 し 推 計 。  

   町 債 に つ い て も 、 予 定 さ れ る 事 業 に つ い て 推 計 。  

臨 時 財 政 対 策 債 に つ い て は 、今 後 の 国 の 動 向 は 不 透 明 で す が 、令 和

元 年 度 以 降 １ 億 ２ 千 万 円 で 固 定 。  

 

○ 譲 与 税 、 交 付 金  

    譲 与 税 、 交 付 金 は 、 令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 と し て 推 計 。  
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【 歳 出 】  

○ 人 件 費  

   令 和 元 年 度 の 一 般 会 計 職 員 数 に 、定 員 適 正 化 管 理 計 画 に 基 づ き 今 後

の 退 職 と 新 規 採 用 予 定 を 考 慮 し 推 計 。  

 

○ 扶 助 費  

 令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 と し 、本 町 の 年 少 人 口 と 高 齢 人 口 の 構

造 及 び 人 口 減 を 勘 案 し 推 計 。  

 

○ 公 債 費  

   借 入 済 の 町 債 に 係 る 償 還 金 に 加 え 、新 規 起 債 額 の 積 上 げ に よ り 償 還

額 を 年 度 毎 に 試 算 し 推 計 。  

 

 

○ 普 通 建 設 事 業 費  

   ま ち な か 再 生 事 業 の ほ か 、 予 定 す る 事 業 の 積 み 上 げ に よ り 試 算 。  

 

○ 繰 出 金  

   令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 に 、決 算 値 及 び 特 別 会 計 に お け る 事 業

を 勘 案 し 推 計 。  

 

○ 物 件 費 、 維 持 補 修 費 、 補 助 費 等 、 積 立 金 、 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金  

   物 件 費 に つ い て は 、単 年 度 で 大 幅 に 増 減 す る 特 殊 要 因 が 想 定 さ れ ま

す が 、令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 と し て 、人 口 減 及 び 節 減 を 見 込 み

各 年 度 減 額 で 推 計 。  

   維 持 補 修 費 に つ い て は 、公 共 施 設 の 老 朽 化 に よ り 増 加 が 見 込 ま れ る

が 、 決 算 値 を 参 考 に 推 計 。  

   補 助 費 等 に つ い て は 、令 和 元 年 度 決 算 見 込 額 を 基 本 と し て 、人 口 減

及 び 事 業 減 を 見 込 み 減 額 で 推 計 。  

   積 立 金 に つ い て は 、公 共 施 設 等 整 備 基 金 、減 債 基 金 、ふ る さ と つ べ

つ 応 援 基 金 、社 会 保 障 事 業 基 金 、国 営 農 地 再 編 整 備 事 業 負 担 金 支 払 基

金 、丸 玉 木 材 森 づ く り 基 金 、森 林 環 境 譲 与 税 基 金 な ど ル ー ル 分 の 積 立

と 、 剰 余 金 の 積 立 を 推 計 。  

   投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 に つ い て は 、 固 定 。  
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（４）中期財政計画の策定

計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率
572,572 0.4 563,514 ▲ 1.6 554,690 ▲ 1.6 546,093 ▲ 1.5 537,718 ▲ 1.5
128,349 ▲ 0.2 128,092 ▲ 0.2 127,836 ▲ 0.2 127,580 ▲ 0.2 127,325 ▲ 0.2
835,126 ▲ 25.6 814,820 ▲ 2.4 1,435,979 76.2 803,712 ▲ 44.0 1,051,371 30.8

1,536,047 ▲ 15.7 1,506,426 ▲ 1.9 2,118,505 40.6 1,477,385 ▲ 30.3 1,716,414 16.2
2,573,740 ▲ 1.5 2,525,465 ▲ 1.9 2,478,156 ▲ 1.9 2,481,793 0.1 2,552,357 2.8

714,612 24.5 526,612 ▲ 26.3 717,612 36.3 613,612 ▲ 14.5 413,612 ▲ 32.6
999,814 193.9 320,814 ▲ 67.9 432,814 34.9 437,814 1.2 437,814 0.0
207,074 1.4 207,074 0.0 213,111 2.9 213,111 0.0 213,111 0.0

3,544,200 276.4 320,000 ▲ 91.0 700,000 118.8 448,000 ▲ 36.0 320,000 ▲ 28.6
8,039,440 72.0 3,899,965 ▲ 51.5 4,541,693 16.5 4,194,330 ▲ 7.6 3,936,894 ▲ 6.2

9,575,487 47.4 5,406,391 ▲ 43.5 6,660,198 23.2 5,671,715 ▲ 14.8 5,653,308 ▲ 0.3

計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率 計画額 伸率

人 件 費 867,595 ▲ 2.5 874,154 0.8 872,071 ▲ 0.2 851,082 ▲ 2.4 845,346 ▲ 0.7
うち職員給 560,595 ▲ 3.7 567,154 1.2 565,071 ▲ 0.4 544,082 ▲ 3.7 538,346 ▲ 1.1

扶 助 費 339,023 ▲ 1.0 335,632 ▲ 1.0 332,276 ▲ 1.0 328,953 ▲ 1.0 325,664 ▲ 1.0
公 債 費 597,750 6.0 606,779 1.5 619,518 2.1 639,126 3.2 861,784 34.8
物 件 費 996,104 ▲ 1.0 986,143 ▲ 1.0 976,282 ▲ 1.0 966,519 ▲ 1.0 956,854 ▲ 1.0
維 持 補 修 費 50,943 3.0 52,471 3.0 54,045 3.0 55,667 3.0 57,337 3.0
補 助 費 等 1,054,646 ▲ 2.0 1,033,553 ▲ 2.0 1,012,882 ▲ 2.0 992,624 ▲ 2.0 972,772 ▲ 2.0

小  計 3,906,061 ▲ 0.6 3,888,732 ▲ 0.4 3,867,074 ▲ 0.6 3,833,971 ▲ 0.9 4,019,757 4.8

積 立 金 374,074 ▲ 8.6 374,074 0.0 380,111 1.6 380,111 0.0 330,111 ▲ 13.2
投資・出資・貸付金 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0 3,000 0.0

繰 出 金 488,352 ▲ 2.0 478,585 ▲ 2.0 469,013 ▲ 2.0 459,633 ▲ 2.0 450,440 ▲ 2.0

小  計 865,426 ▲ 5.0 855,659 ▲ 1.1 852,124 ▲ 0.4 842,744 ▲ 1.1 783,551 ▲ 7.0

普 通 建 設事 業費 4,804,000 278.8 662,000 ▲ 86.2 1,941,000 193.2 995,000 ▲ 48.7 850,000 ▲ 14.6

災 害 復 旧事 業費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

小  計 4,804,000 278.8 662,000 ▲ 86.2 1,941,000 193.2 995,000 ▲ 48.7 850,000 ▲ 14.6

9,575,487 56.8 5,406,391 ▲ 43.5 6,660,198 23.2 5,671,715 ▲ 14.8 5,653,308 ▲ 0.3

実質公債費比率

※基金については、取崩しできる基金の財政調整基金、減債基金、特定目的基金、土地開発基金について積立、取崩し、残高を推計。

区分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

自
主
財
源

町 税
使 用 料 ・ 手 数 料
そ の 他 収 入

小   計

依
存
財
源

地 方 交 付 税
国 庫 支 出 金
道 支 出 金
譲 与 税 ・ 交 付 金
町 債

小  計

歳入合計

区分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

経
常
的
経
費

義務的

経費

その他
経費

投資的
経費

歳出合計

収支（歳入－歳出） 0 0 0 0 0

基金積立額 374,074 374,074 380,111 380,111 330,111

基金取崩額 930,125 579,819 1,200,978 568,711 816,370

基金残高 4,357,806 4,152,061 3,331,194 3,142,594 2,656,335

町債残高（Ａ）＋（Ｂ） 9,273,271 9,016,252 9,124,906 8,960,323 8,443,116

〈Ａ）臨時財政対策債残高 2,060,010 1,971,267 1,894,345 1,841,213 1,804,804

87.0

（Ｂ）その他町債残高 7,213,261 7,044,985 7,230,561 7,119,110 6,638,312

5.3 5.4 5.6 6.0 8.8

経常収支比率 82.2 82.4 82.7 82.9
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